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白浜地区

商業港地区
平成27年3月撮影

至 宮崎

至 延岡

外港地区

細島港港湾区域

JR日豊本線
日向市駅 0 100 500 1000m

細島港の全景

工業港地区

○細島港は、宮崎県の北部に位置し、古くから九州地方東部の海上交通の要衝として栄えてきた。
○宮崎県には細島港、宮崎港、油津港の３つの重要港湾があり、細島港は、原材料や燃料等のバルク貨物の輸入、コンテナ等による

製品輸出等貨物の輸送拠点として、背後に立地する企業の経済活動を支えている。
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白浜地区

商業港地区

平成27年3月撮影
0 100 500 1000m

細島港利用状況（現況）

コンテナターミナル

バルク貨物（石炭・原塩・原木等）利用バルク貨物（金属鉱・非金属鉱物等）利用（専用）RORO船利用

石炭ﾔｰﾄﾞ

物流関連
企業

化学関連
企業

化学関連
企業

木材関連企業

物流関連
企業

○細島港は、化学関連企業、金属関連企業、木材関連企業など、国内有数の企業が多数立地しており、地域経済を支えている。

ﾌｪﾛﾆｯｹﾙ ｽﾃﾝﾚｽ製品

電解二酸化
ﾏﾝｶﾞﾝ

ｱﾙｶﾘ電池など

金属関連企業
○電池原料の製造

電解二酸化マンガンの国内唯一のメーカー

化学関連企業（延岡市）
○繊維製品の製造

世界唯一のメーカー
スーツ裏地やインナーなどに幅広く利用される。

繊維製品 ｳｪｱ材料

金属関連企業
○ステンレス鋼の原料フェロニッケの製造

木材関連企業
○木材の製造及び販売、バイオマス発電

金属関連企業
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細島港の取扱貨物（現状）

細島港の主な定期航路
（平成27年4月1日現在）

外貿コンテナ航路 便数

韓国航路 4便／週

韓国・中国航路 1便／週

中国航路 1便／週

国際フィーダー航路 便数

阪神航路 2便／週

内航RORO船航路 便数

細島～大阪 3便／週

細島～東京 2便／週

○大宗貨物は、金属鉱、石炭の輸入、非金属鉱物の移出である。
○金属鉱（ニッケル鉱・マンガン鉱）は、東南アジア、中央アフリカ等から輸入され、フェロニッケルや二酸化マンガンの原料として利用される。
○石炭は、インドネシアやオーストラリアから輸入され、背後企業の発電燃料等として利用される。
○非金属鉱物（主にスラグ）は、大分港、宮崎港等国内諸港へ移出され、港湾土木用材、地盤改良材、骨材等に利用される。

総取扱貨物量の推移

平成26年
約441万トン 約482万トン

約840万トン

コンテナ取扱個数の推移

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 
0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 

0.4 
0.5 

0.1 

1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.4 
1.3 1.4 

1.4 
1.4 

2.3 

0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 

1.1 1.2 1.3 
1.2 

1.1 
1.4 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 既定…今回…

輸入 輸出 移入 移出万TEU

約3万8千TEU平成26年
約3万3千TEU

非金属鉱

物
27%

染料・塗料・合成樹脂・

その他科学工業品
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鉄鋼
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化学薬品
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上位計画・関連計画から見た細島港の役割

【宮崎県総合計画 未来みやざき創造プラン】宮崎県 （平成27年7月策定）

第５章 重点施策 ～新しい「ゆたかさ」展開プログラム～
３ 産業成長
重点項目３ 陸・海・空の交通物流ネットワークの整備及び物流の効率化・低コスト化の推進
取組３－２ 重要港湾の機能強化とポートセールスの積極的な展開
＜実施内容＞
○細島港を「九州の扇の要」として東九州の物流拠点に、宮崎港を南九州の物流拠点に、油津港を県南地域の物

流拠点に位置づけ、国内外との海上輸送拠点として国や地元自治体と一体となって、地域産業の競争力を高め
ます。また、安心・安全な海上輸送ネットワークを構築するため、港内静穏度の確保に必要な防波堤整備や船
舶の大型化に対応した港湾計画の策定など港湾施設の機能強化を図ります。

【日向市総合計画（後期基本計画）】日向市 （平成24年3月策定）

第２章 重点プロジェクト～元気な“日向”未来創造プロジェクト～
１ 若者定住“雇用創出”プロジェクト

○陸・海の交通体系を生かした物流体制の整備
重要港湾「細島港」、東九州自動車道、九州中央自動車道及び主要アクセス道路の整備促進を図り、陸海の

交通体系を活用した物流拠点都市としての確立を目指します。

第３章第３節 元気で活力ある産業が育つまちづくり
２ 知恵と技術に裏付けされた商工業の振興
○（前略）今後も、港湾施設や道路といった社会資本の整備促進を図るとともに、積極的なポートセールスの展開

や物流機能の強化を図り、地域経済・産業の振興につなげていく必要があります。
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細島港の目指す姿

《物流・産業》

背後地域産業の発展を支えていく物流・生産の一大拠点づくり

①地域産業の国際競争力強化のためのバルク船大型化対応、バルク貨物取扱機能の強化及び港内静穏度の向上。

②内貿RORO貨物の物流サービスの向上を図るための埠頭再編と複合一貫輸送の機能強化。

③地域産業の国際競争力強化のための国際戦略港湾との連携も含めたコンテナ取扱機能の強化。

④木材関連貨物の増大に対応するための既存埠頭の再編・集約化及び新たな専用埠頭計画による物流機能強化。

⑤港湾施設の計画的な維持管理、必要な港湾機能の確保。

⑥企業立地促進による地域経済の活性化および新たな土地造成による企業の生産活動の場の確保、雇用の創出。

⑦港湾の利便性やサービスの向上を図るため、港湾利用者のニーズ把握、効率的な運営体制確立。

《安全・安心》

災害に強く、市民の暮らしと企業活動を支える防災拠点づくり

①大規模地震津波発生時における港湾就労者や住民の人命を保護するための津波避難対策の強化。

②大規模地震津波発生後に緊急物資の輸送機能を確保するための大規模地震対策施設の拡充。

③大規模地震津波発生後の港湾機能の早期回復、地域経済活動の維持のための港湾BCPの策定等のソフト対策と大規模地震対策
施設の強化。

《交流・環境》

豊かな地域資源を生かした県北地域の交流拠点づくり

①漁船やプレジャーボートの適正な収容を図るため、既存施設の有効活用、小型船だまり機能の充実。

②快適で潤いのある環境を創造するための緑地等の親水空間の確保及びクルーズ客船への対応。
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今回計画のゾーニング
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【輸出】 原木 （ Ｈ２６ ） ２万トン → （今回推計） １０万トン

・アジアを中心とした木材需要に伴い、原木の増加を見込む

【輸移入】 石炭 （ Ｈ２６ ） ５７万トン → （今回推計 ）７５万トン

・発電用等の石炭の需要に伴い、石炭の増加を見込む

【輸入】 金属鉱 （ Ｈ２６ ） １３９万トン → （今回推計）１４３万トン

・金属鉱を原料とした製品需要に伴い、金属鉱の増加を見込む

【移出入】 製材 （ Ｈ２６ ） ０.1万トン → （今回推計） １９万トン

・新規企業立地に伴い、製材の増加を見込む

約441万トン 約482万トン

7

○金属鉱などの既存貨物に加え、新規立地企業が取り扱う製材の増加等を見込む。



主な計画変更内容

③＜目的＞プレジャーボートの集約
＜変更内容＞小型桟橋１基の新規計画

防波堤(100m)の新規計画

②＜目的＞内貿ユニットロード貨物の物流機能確保
＜変更内容＞RORO船利用埠頭の変更

（既設 水深10m、延長185m)
（既設 水深10m、延長220m)

工業港地区

白浜地区

商業港地区

③＜目的＞にぎわい・交流拠点の創出
＜変更内容＞土地利用計画の変更

（既定計画 埠頭用地7ha→今回計画 緑地7ha）

細島港港湾区域

①＜目的＞大型バルク船への対応および企業立地のための土地造成
＜変更内容＞土地造成（32ha）の新規計画

公共埠頭（水深15m、延長300m）の新規計画
水域施設（航路・泊地37ha）の新規計画

①＜目的＞大型バルク船への対応（港内の静穏度確保）
＜変更内容＞外郭施設（防波堤）の延伸

（既定計画 450m → 今回計画 600m） （既設 430ｍ）

⑤＜目的＞大規模地震・津波時の避難場所確保
＜変更内容＞緑地（１ha）の新規計画

⑤＜目的＞大規模地震時における輸送機能確保
＜変更内容＞コンテナ船利用埠頭の耐震化

（既設 水深13m、延長260m)
（既設 水深10m、延長185m）

既定計画
今回計画

④＜目的＞木材関連貨物増大（輸出、移出）への対応
＜変更内容＞公共埠頭の計画

（水深10m、延長170m）（既定計画どおり）

④＜目的＞木材関連貨物増大（移出）への対応
＜変更内容＞専用埠頭（水深5.5m、延長100m）の新規計画
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①大型バルク船受入及び企業立地への対応

３

県営上屋

工業港地区

白浜地区

商業港地区

細島２区

細島３区

平成27年9月末現在
航空写真：平成27年3月撮影

作業ヤード約7ha

細島４区

未利用地 17.9ha

○金属鉱（ニッケル鉱、マンガン鉱）等の原材料の輸入にあたっては、喫水調整等による非効率な物流形態となって
おり、地域産業の競争力強化のため、大型バルク船対応への要請がある。

○県市等が一体で臨海部への企業誘致に取り組んできた結果、企業進出が進んでおり、引き続き、企業立地のため
の環境整備への要請がある。

未利用地 1.5ha

未利用地 4.5ha

作業ヤード
約4ha

出典：日向市提供資料を基に、宮崎県作成

：平成17年以前より
立地している企業

：平成17年以降に新設
又は増設した企業

凡例

：未利用地

細島１区

緑地

誘致候補あり

【増設】

【増設】

【増設】

【増設】

【増設】

【増設】

【増設】

【増設】

【増設】

【増設】

緑地

：作業ヤード

：ふ頭用地

：緑地

：細島工業団地

細島港周辺用地 約320ha

立地企業 約50社

未利用地 約24ha

※立地企業数は、工場等を有する企業を計上

専用岸壁
（水深11m）

工業港17号岸壁
（水深13m）
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細島港の将来像（大型バルク船受入、企業立地関連）

10

工業用地25ha・土地利用ニーズに対応
・浚渫土砂の有効活用

(-15m）
300m

航路・泊地
(-15m)

・船舶の大型化に対応
埠頭用地7ha

4万DWT級以下

・大型化ニーズ

積出港

現状

積出港

細島港 岸壁（水深11m）（水深13m）

今回計画

細島港 岸壁（水深15m）

6万DWT級（喫水調整）

・制約解除ニーズ

7万DWT級

6万DWT級（調整なし）

・輸送の効率化

大型バルク船への対応による輸送の効率化



大阪港･東京港までの距離　 （単位:km）

港湾名 大阪港 東京港

博 多 港 572 1,125

北 九 州 港 458 1,011

大 分 港 406 914

細 島 港 453 868

宮 崎 港 494 915

志 布 志 港 573 978

（資料：日本国内航路距離表）

②複合一貫輸送への対応

○九州の他港と比べ、大阪港や東京港に近いことに加え、東九州自動車道や九州中央自動車道の整備により、陸海の
結節点として優位性が高まっており、複合一貫輸送網の一層の充実に対する要請がある。

○現施設が老朽化していることから、既存施設の活用を図るなど、施設の配置計画を変更する。

【東京航路】

総トン数：2,242GT
全長：121.1ｍ

総トン数：9,869GT
全長：167.7ｍ

大阪航路

◆主な定期航路（RORO）【大阪航路】

大阪航路

東京航路
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③にぎわい・交流拠点の創出及び小型船への対応

○歴史的な町並みや日向岬等の観光資源を活かし、訪れる人が海や港に親しむことができる親水空間を創出する。

○プレジャーボートの暫定係留の解消及び漁船との輻輳回避のため、小型船だまりの機能充実を図る。

プレジャーボートの集約
（小型船だまり）

細島みなと資料館

細島みなと祭り

岸壁背後の倉庫群

海の駅ほそしま

緑地
（既定計画）

賑わい・交流空間としての
利活用（緑地）

プレジャーボート係留施設
箇所（現況）

【凡例】

船だまり状況 船だまり状況

馬ヶ背遊覧船（飛島丸ＨＰ）

日本最大級の柱状節理（南北20キロ、
高さ30～70メートルの切り立った断崖絶壁）

景勝地：馬が背

緑地
（今回計画）

緑地
（今回計画）

遊覧船

商業港地区は細島港の発祥の地
であり、古くから港町として栄えて
いたが、現在、物流機能が工業港
地区、白浜地区へ移転。
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志布志
179
35%

細島

52
10%

八代
49
9%

佐伯
35
7%

函館
35
7%

大分
19
4%

伊万里
18
4%

油津
11
2%

浜田
10
2%

川内
10
2%

青森
10
2% その他

86
16%

④木材関連貨物増大への対応

○宮崎県のスギの生産量は全国１位（平成26年まで24年連続）であり、原木として輸出されるとともに、製材の材料と
なっている。

○木材関連貨物の増大に対応するため、既存埠頭の再編により、木材関連拠点を形成し、取扱機能の強化を図る。

◆原木輸出量の推移◆原木輸出シェア（平成26年） 出典：貿易統計(千m3)

専用岸壁(5.5m)
（計画）

岸壁(7.5m)
（既設）

岸壁(10m)
（計画）

全国シェア２位

木材関連貨物の集約
木材チップ（移出）

※商業港地区より移転

原木（輸出）
※工業港地区より移転

製材（移出入）

：周辺の木材供給基地（林産物流センター）

：東九州道沿線で木材加工業者が集積している地域

日向市
細島港

宮崎市

延岡市

九州縦貫自動
車道宮崎線

木材を港湾から
海外へ

宮崎県の
民有林

中国、台湾等
に輸出

東九州自動車道

◆木材関連拠点の形成（白浜地区）

合計
518 (千m3)

木材関連企業

木材関連企業

9 10 

17 

23 

40 

52 

0
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20

30

40

50

60

2009 2010 2011 2012 2013 2014H26
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⑤大規模地震・津波への対応

○宮崎県沿岸市町は「南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域」に指定されており、被災時における緊急物資輸送
の機能確保に加え、地域の経済活動を支えるため、幹線貨物の輸送機能を確保する必要がある。

○大規模地震・津波発生時の港湾就労者等の避難場所の確保が課題であり、津波避難対策の強化が必要である。

14

津波避難対策
（避難緑地２箇所）

細島港の地震・津波の想定規模
【地震】震度７ マグニチュード９．１
【津波】最大津波波高 １５ｍ

浸水５～１０ｍ
【津波到達時間】１７分
【人的被害】 １万５千人（日向市）

津波浸水想定（平成25年2月宮崎県）

【緊急物資輸送対応】：１バース（既設）
・大規模地震等発生時における緊急物資等の輸送機能

を確保する。

【幹線貨物輸送対応】：２バース
・地域の経済活動を支えるための幹線貨物の輸送機能

を確保する。

津波避難対策：避難緑地２箇所
・港湾就労者等の避難場所を確保する。

津波避難対策
避難タワー（既設、民間施設）

輸送機能の強化
・耐震強化岸壁と防災拠点等とを結ぶ道路の機能強化。

避難緑地イメージ
避難階段、避難場所の確保

14



老朽化施設の再編

新規計画

○将来的な維持補修費増大への対策のため、老朽化岸壁及び低利用岸壁を物資補給岸壁へ利用転換する。

○既設岸壁について埠頭再編・貨物の集約（32バースから16バースへ）を行い、港湾機能を維持するとともに、
貨物需要に対応した新規バースを位置付ける。

1ﾊﾞｰｽ（既定計画）170m

1ﾊﾞｰｽ（新規計画）300m

現況（H27）
総延長：3,395m 33バース

32ﾊﾞｰｽ
（既設岸壁）

3,225m

1ﾊﾞｰｽ（既定計画）170m

16ﾊﾞｰｽ
（物資補給岸壁）

1,190m

16ﾊﾞｰｽ
（既設岸壁）

2,070m

既定計画

利用転換
（物資補給岸壁）

3ﾊﾞｰｽ
（物資補給岸壁）

400m（※）

※：一部、延長変更有り

3ﾊﾞｰｽ
（物資補給岸壁）

435m

今回計画（H40年代前半）
総延長：2,540m 18バース

【今回計画】

15



確認の視点

確認事項 「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」との適合

背後地域産業を
支える物流機能
の確保

Ⅰ 今後の港湾の進むべき方向
１ 産業の国際競争力と国民生活を支える物流体系の構築

（１）海上輸送網の基盤の強化
②バルク貨物等の輸送網の強化

石油、天然ガス、石炭、鉱石、穀物、飼料、原木、チップ、砂利・砂等のバラ積みされる貨物（以下「バルク貨物」という。）は、我が国の産業
や国民の生活を支えるために必要な物資である。また、自動車、建設機械等の主としてＲＯＲＯ船で運ばれる貨物は、我が国の主要な輸出
品の一つである。これらの物資の低廉な輸送は、我が国産業の国際競争力の強化と国民生活の質の向上のために重要である。

このため、臨海部や内陸部における企業立地、船舶の大型化等に適切に対応し、効率的で安全性・信頼性が高く、環境負荷の小さい輸
送サービスを提供できるように、大水深の国際物流ターミナルを整備するとともに、バルク貨物等の輸送、保管、荷さばき等に係る機能を強
化する。

Ⅴ 港湾相互間の連携の確保
２ 各地域における港湾相互間の連携

⑨九州地域

（前略）また、古くから交流が盛んで、今後更なる発展が見込まれる環黄海圏に位置するという地理的特性を活かして、北部九州の港湾が
連携し、東アジア地域との海上輸送の準国内化に対応するための国際ＲＯＲＯ船航路等を活性化し、アジア諸港との高速・高品質輸送を進
める。さらに、国内の複合一貫輸送については、関東・近畿地域に近い、地域の東側沿岸に位置する港湾が主要な拠点としての機能を担う。
（後略）

臨海部における
防災拠点づくり

Ⅱ 港湾機能の拠点的な配置と能力の強化
７ 大規模地震対策施設

大規模な地震が発生した場合に、被災直後の緊急物資、避難者等を輸送するための機能を確保するべく、東海地震、東南海・南海地震
等の大規模地震災害の切迫性、地理的条件、港湾の利用状況、緊急輸送道路網等背後地へのアクセスの状況等を考慮して、大規模地震
対策施設を適切に配置する。また、大規模地震対策施設は、耐震強化岸壁と、緊急物資の保管や被災者の避難等に資する広場、市街地
と港湾を連絡する道路等を一体的に備える。

交流拠点の形成 Ⅰ 今後の港湾の進むべき方向
４ 活力のある美しい港湾空間の創造と適正な管理

③観光や海洋性レクリエーションを核とした交流空間の形成

観光による地域の活性化や人々の交流を支えるフェリー、旅客船、クルーズ船等の多様な要請に対応した、快適で利便性の高い交流空
間を形成する。このため、地域の特性に配慮した旅客ターミナル施設や交流施設を整備する。また、まちづくりと一体となって、水際線を有
する魅力ある空間を形成する。さらに、運河等を活用して水上ネットワークを活性化するとともに、地域の観光資源等を活用した水辺の賑わ
い空間を創出する。 （後略）

港湾機能の再編 Ⅰ 今後の港湾の進むべき方向
６ ストック型社会に対応した効率的・効果的な事業の実施

⑦港湾施設の有効活用

船舶の大型化や貨物・保管形態の変化、背後地の都市化等を背景として、機能的に利用者に合わなくなった施設については、既存ストッ
クの有効活用の観点から利用者や市民、ＮＰＯ等からの要請も踏まえつつ、機能の増強や他の用途への転換等を行う。
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計画変更内容

○バルク船の大型化に対応し、地域産業の国際競争力を強化するため、工業港地区に公共埠頭及び水域施設を
計画する。

○浚渫土砂を有効活用し、企業立地にも対応するための海面処分・活用用地を位置付ける。

○港内の静穏度を確保し、船舶航行や荷役の安全性を確保するため、北沖防波堤を延伸する。

開発空間の留保 土地造成計画
工業用地 24.5ha

水域施設計画
泊地、航路・泊地
水深15m 面積37ha

公共埠頭計画
水深15m 岸壁１バース
延長300m

開発空間の留保
外郭施設計画
北沖防波堤 延長450m

水域施設計画
外港航路 幅員310m
水深13m

外郭施設計画
北沖防波堤 延長600m

水域施設計画
外港航路 幅員350m
水深17m

〔工業港地区・外港地区〕

【既定計画】 【今回計画】
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計画変更内容

○大規模地震等発生時における津波避難場所を確保するため、避難緑地を新たに計画する。

○大規模地震等発生時における緊急物資輸送機能を確保するため、耐震強化岸壁（既設）と一体となって機能する
ための臨港道路及び埠頭用地を大規模地震対策施設に位置付ける。

大規模地震対策施設計画
水深7.5m岸壁１バース延長130m
埠頭用地 (追加)
臨港道路竹島線 (追加)

大規模地震対策施設への位置付け
水深13m 岸壁１バース 延長260m(追加)
水深10m 岸壁１バース 延長185m(追加)
臨港道路白浜線(追加)

港湾環境施設整備計画
緑地 0.4ha

大規模地震対策施設への位置付け

大規模地震対策施設計画
水深7.5m岸壁１バース延長130m

公共埠頭
水深13m 岸壁１バース 延長260m
水深10m 岸壁１バース 延長185m

〔白浜地区〕

【既定計画】 【今回計画】
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計画変更内容

○プレジャーボート集約による暫定係留の解消、漁船との分離及び賑わい空間創出のため、小型船だまり計画
及び土地利用計画を変更する。また、小型船だまり計画（伊勢第２船だまり）を削除する。

伊勢第２船だまり

防波堤 340m
物揚場 水深3.5m 330m
埠頭用地 2.0ha

既定計画の削除

小型船だまり計画
小型桟橋 １基
防波堤 100m

港湾環境施設整備計画
緑地 7.2ha

〔商業港地区〕

【既定計画】 【今回計画】
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